
リサイクル届出・通知の流れ（オンライン）
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届出後の開庁⽇に
内容審査を⾏います。
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届出は⼯事着⼿の７⽇前までに
⾏う必要があります。
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10000㎡を超える建築物
の解体・新築・修繕模
様替等は東京都へ申請
が必要です。
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他区等の届出時に
登録している場合は、
新たな申請者IDの登録
は必要ありません。
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この時点では
⼿続き未完了です。
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※システムメンテナンス等により申請が出来ない場合があります。
日にちに余裕を持った届出・通知を行ってください。


